
                                  H24．3．22 第 3回 

福祉問題審議会諮問資料 

こども部子育て支援課 

事業名 子どもの医療費等助成事業 

目的・概要 

本市子どもの医療費等の助成に関する条例に基づき、子どもの医療費、調

剤費及び診療・調剤報酬証明手数料を負担する保護者にその一部又は全部を

助成することにより、子どもの保健の向上を図るとともに保護者の経済的負

担を軽減し、子育て支援に資する。 

助成対象 

及び 

助成額 

○医療の給付を受けた時に本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録さ

れ、又は外国人登録原票に登録されている者であり、医療保険各法に基づく

被保険者、組合員、加入者又は被扶養者である者 

 ・０歳から小学校３年生までは、入院、通院及び調剤の保険診療分の自己

負担額 

 ・小学校４年生から６年生までは、入院の保険診療分の自己負担額 

 ・診療・調剤報酬証明手数料は、証明書１件につき１００円を限度 

助成方法 
○０歳から小学校３年生まで・・・受給券による現物給付方式 

○小学校４年生から６年生まで・・・申請による償還払い方式（領収書添付） 

助成件数等 

平成２１年度（決算） １５８，０３３件（251,536,706円） 

平成２２年度（決算） １８４，０６７件（290,799,900円） 

平成２３年度（予算） ２４２，７５２件（306,996,000円） 

改正理由 

平成２４年１２月より千葉県の子ども医療費助成事業における入院の補

助対象年齢が中学校３年生まで拡大されることに伴い、本市においても入院

部分を中学校３年生まで拡大し、保護者の経済的負担の軽減、子育て支援策

の促進を図る。 

 
【改正前】 

 

【改正後】 

 
 

 
0歳～小学校 3年生 

小学校 4年生 
～6年生 

自己 
負担金 

所得 
制限 

助成範囲 

入 院 入 院 
0円又は
300円 

なし 

通 院 ――― 
0円又は
300円 

なし 

調 剤 ――― なし なし 

 
0歳～小学校 3年生 

小学校 4年生 
～中学校 3年生 

自己 
負担金 

所得 
制限 

助成範囲 

入 院 入 院 
0円又は
300円 

なし 

通 院 ――― 
0円又は
300円 

なし 

調 剤 ――― なし なし 

施行期日 平成２４年１２月 １日 

 


